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納　期　ま　た　は　工　期

調　達　要　求　番　号

納地または工事場所

単位

物　品　番　号

部品番号　または　規格

仕　様　書　番　号

品名　または　件名

使　用　器　材　名

銘　　柄 使　用　期　限　等 グ　ル　ー　プ

搬　入　場　所

引　渡　場　所

指定 検査 包装

号第
   令和5年6月6日

                        分任契約担当官

                        陸上自衛隊帯広駐屯地

                        第３７４会計隊長  八木　健作

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

3LXK1OT00120 33241AL2010

UN1.00

陸上自衛隊釧路駐屯地

令和5年11月30日（木）第５後方支援隊第３科　佐藤２曹３５３９

第５後方支援隊第３科

0001

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊　第３７４会計隊　契約班

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：実施しない

　　入札日時場所　：令和5年6月20日（火）10時20分　駐屯地会報室

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

　　別紙のとおり

33公告

１　入札事項

公 告

２４ｔオートリフト故障・定期整備役務

仕様書のとおり

ＷＳＬＰＳＦＵ２４０



ページ
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品　目　等　内　訳　書
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２４ｔオートリフト故障・定期整備役務

仕様書のとおり

ＷＳＬＰＳＦＵ２４０

第５後方支援隊第３科

第５後方支援隊第３科　佐藤２曹３５３９

陸上自衛隊釧路駐屯地

令和5年11月30日

1

0001

‐　以　下　余　白　‐



　する。

１　総　則

　品補給陸曹の指示を受けるものとする。

　　点検終了後、点検結果については速やかに官側に通知する。

　　検査は、検査官の検査（目視点検及び動作確認）を受験する。

７　検査

８　その他

　　契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、第５後方支援隊第３科部

　　ならない。

６　点検結果の通知

 (2)　定期点検は、当該品に付与された諸元・性能等を修復し、その機能を十分に

３　点検内容

　　フレーム修理を実施したのち３カ年定期点検を実施。ピット内に納められてい

　る部分の装置を含めた全部分の外観目視点検・作動確認をするとともに、一部主

　　の性能に修復・維持するよう整備を実施しなければならない。

２　修　理

 (1)　フレーム修理は、フレームとコンクリートの隙間に生じた錆を除去し、本来

４　故障・定期交換部品

　　別紙による。

５　設置場所

　　釧路駐屯地内（第５後方支援隊第２整備中隊第３直接支援小隊工場内）

　要部の分解点検及び各部の清掃を実施し、一部部品の定期交換部品の交換を実施

 (3)　定期点検上、部品を脱着する際は確実に行い、他の部品等に損害を与えては

作 成 部 隊

作 成 年 月 日

型式番号

登録番号

　　発揮し、安全性を確保し、保安上必要な整備を実施しなければならない。

ＷＳＬ－ＰＳＦＵ２４０

　のフレーム修理及び３ヵ年定期点検に関する事項を定めたものである。

　　本仕様書は、バンザイ社製自動車整備用オートリフトＷＳＬ－ＰＳＦＵ２４０

仕 　 様 　 書

１台

第５後方支援隊

令和５年５月１７日

佐藤２曹作 成 者

4B0030 数　量

２４ｔオートリフト（バンザイ社製）

6

品　　名

仕様書番号 №



別紙

連番 品名 規格 単位 数量

1 【以下フレーム修理】

2 オールアンカー、鉄筋、溶接棒他資材費 X33 式 1

3 モルタル資材 X33 式 1

4 雑消耗品 X33 式 1

5 【以下定期交換部品】

6 六角穴付きボルト 01-12N 個 23

7 油圧ユニットカバー 01-28N 個 1

8 油圧ユニットカバー 01-29N 個 1

9 六角穴付きボルト 02-03 個 20

10 六角穴付きボルト用バネ座金 02-04N 個 20

11 MCウエアリング 02-05N 個 2

12 スクレーパ 02-06N 個 2

13 MCライナ 02-08N 個 14

14 高圧ゴムホース 02-15N 本 2

15 爪（B） 02-16N1 個 4

16 爪取り付け版 02-17N 個 4

17 六角穴付きボルト 02-18 個 8

18 六角穴付きボルト用バネ座金 02-19 個 8

19 平座金 02-20 個 8

20 リンク 02-21N 個 4

21 ピン（A） 02-22N 個 4

22 スナップピン 02-23 個 20

23 φ6×60ピン 02-24N 個 4

24 アジャストナット 02-26 個 2

25 爪解除ロッド 02-27N 本 2

26 ソレノイド 02-29 個 2

27 ピン（B） 02-30N 個 2

28 リミットスイッチ 02-40 個 2

29 レベルセンサ 02-55 個 1

30 駆動スプロケット 06-06N 枚 1

31 トルクリミッタ 06-07N 個 1

32 アイドラースプロケット 06-09N 個 2

33 単列深溝玉軸受 06-10 個 4

34 ローラチェーン 06-25 本 1

35 ターンバックル 06-30 個 1

36 ワイヤクリップ 06-31 個 2

37 ワイヤ 06-32 本 1

38 滑車 06-33 個 6

39 高張力六角ボルト 07-02 本 12

40 ばね座金 07-03 個 12

故障・定期交換部品一覧



連番 品名 規格 単位 数量

41 端子台 08-45N 個 2

42 キャブタイヤコード 08-58 本 1

43 キャブタイヤコード 09-58 本 1

44 電磁開閉器 11-17 個 2

45 可逆電磁開閉器 11-18 個 1

46 スライドカバーガイドレール X32 本 1

47 プロテクター 01-A-01 式 1

48 ビニールカバー 01-03 個 1

49 ストラップ 01-04 個 1

50 ニッケル水素電池 01-05 個 1

51 作動油（タービン＃32）20L缶 X32 缶 4

52 以下余白

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



別 紙 

 

 

１ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人

又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由

がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3) 公告に示す等級を有し、かつ北海道地域に有効な競争参加資格を有する者であること（資格

審査結果通知書（写）を入札時に必ず提出すること）。 

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

(5) 付紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。 

 

２ 保証金等に関する事項 

(1) 入札保証金は免除とする。但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続き

をしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の１００分の５以上

を違約金として徴収する。 

(2) 契約保証金は免除とする。但し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の

１０以上を違約金として徴収する。 

 

３ 入札の無効 

(1) 第１項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2) 入札に関する条項に違反した入札 

(3) 入札金額、入札者（委任された者も含む）の氏名及び連絡先または押印した場合は、押印さ

れた印影が判別し難い入札 

(4) 電報・ＦＡＸによる入札 

(5) 入札開始時刻に遅れた者のした入札 

(6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽のあった場合又は誓約に

反する事態が生じた場合 

 

４ 契約書の作成 

(1) 契約書は作成する。但し、契約金額が５０万円を超えない場合は作成を省略できる。 

(2) 適用する契約条項は駐屯地標準契約書「役務請負契約条項」、特約条項は「談合等の不正行

為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。 

 

５ 落札決定方法 

(1) 総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低額入札者を落札者とする。なお、落札者と

なるべき最低額入札者が２人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。 

(2)  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０（軽減税率

対象品目については１００分の８）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に

相当する金額を入札書に記載すること。 

 

６ 郵便入札 

(1) 件名を記載した小封筒に入札書を入れて封印をし、資格審査結果通知書（写）とともに封筒

に入れ、入札日の前日（閉庁日を除く）の１７時までに必着させること。 

(2) 再度入札の場合、再度入札日の前日（閉庁日を除く）の１７時までに必着させること。 

(3) 事前に入札書を持参する場合は、郵便入札として取扱う。 

 (4) 提出先は第７項（７）のとおりとし、電話にて到達の確認を行うこと。 

（5） 本入札は新型コロナウイルス感染防止のため、郵便入札を推奨する。 

 



 

７ その他 

(1) 再度入札の必要が生じた場合は、直ちに実施する。但し、郵便入札があった場合は、日時場

所を設定し後日執行する。 

(2) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。但し、契約書の作成

を省略する場合は、落札決定を通知したときとする。 

(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、入札開始時刻までに委任状を提出すること。 

(4) 入札に参加する者は、「入札及び契約心得」を確認し、入札書へ下記の文面を記載するこ

と。 

   当社（個人の場合「私」、団体の場合「当団体」）は、上記の公告に対して「入札及び契約心

得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾の上入札いたします。また、「入札及び契約心

得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。 

(5) 新型コロナウイルス感染防止のため、来場の際はマスクの着用等に留意すること。 

   また、入札会場入口で検温を実施し、３７．５℃以上あるものについては、入札会場への入

場を禁止する。 

(6)  入札に関する事項の問い合わせ先 

   〒０８０－８６３９ 帯広市南町南７線３１番地 

陸上自衛隊帯広駐屯地 第３７４会計隊 契約班 担当：落合 

ＴＥＬ ０１５５－４８－５１２１ 内線 ２８６３ 

ＦＡＸ ０１５５－４８－２７８６（直通） 

 

８ 公告掲示場所及び期間 

(1) 掲示場所 

帯広商工会議所、帯広駐屯地会計隊、鹿追駐屯地会計隊 

北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html 

(2) 掲示期間 

令和５年６月６日～令和５年６月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付 紙  

 

装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等 

 

１ 防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務

の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

２ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と

同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこ

と。 

 

３ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない

事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 

 

４ 第２号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場

合をいう。           

（１）資本関係がある場合 

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成１７年法

律第８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条の規定

による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更正法（昭和２７年

法律第１７２号）第２条第７項に規定する更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」とい

う。）が存続中の会社である場合を除く。 

ア 親会社（会社法第２条４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。以下同

じ。）と子会社の関係にある場合。 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 

（２）人的関係がある場合 

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中

の会社である場合は除く。 

ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事そ

の他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社

の役員を現に兼ねている場合。 

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第

２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。 

ウ (１)及び(２)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会

社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(１)又は(２)

に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 


